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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、少なくとも分離
する試料を注入する注入用流路部と、前記試料を分離する分離カラム部とが十字状に交差
して成る電気泳動素子であって、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分が、前記注入
用流路部内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気
泳動素子。
【請求項２】
　請求項１記載の電気泳動素子において、少なくとも試料を分離する分離カラム部と、分
離した前記試料を分取する分取用流路部とが十字状に交差して成る電気泳動素子であって
、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分が、前記分取用流路部内面のゼータ電位より
低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気泳動素子。
【請求項３】
　請求項２記載の電気泳動素子において、前記分取用流路部を複数有し、少なくとも一つ
の前記分取用流路部が前記分離カラム部の任意の位置に構成され、前記分取用流路部を境
に両端の分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位が、前記分取用流路部内面の
ゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気泳動素子。
【請求項４】
　請求項３記載の電気泳動素子において、前記複数の分取用流路部に挟まれた前記分離カ
ラム部の注入用流路部側に電圧印加用流路部が設けられていることを特徴とする電気泳動
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素子。
【請求項５】
　溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、少なくとも分離
する試料を注入する注入用流路部と、前記試料を分離する分離カラム部とが十字状に交差
して成る電気泳動素子であって、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分が、溝加工し
た基板流路内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有しており、その溝加工した基
板のゼータ電位より低いゼータ電位の表面が、絶縁性の無機材料によって構成されている
ことを特徴とする電気泳動素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気泳動素子に関し、特に、機器分析用流体流路に適用して好適な機器分析用
電気泳動素子に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
機器分析用流体流路は、従来、ガラスやステンレスなどの細管を用いて行われている。該
細管は分析能力を向上させるために通常５０ｃｍの長さの細管が用いられており、この長
さの細管を円状に丸めて使用しているため小型化が困難であった。
また、従来の機器分析用流体流路は分離能向上を目的として表面処理が行われているが、
一本の細管で構成されているため部分的に表面処理を行うことは不可能であった。
【０００３】
上記課題を解決する手段として、半導体プロセス技術によって、シリコンウェハやガラス
などに微細な溝を構成する手段が報告されている。
例えば、特開平９－８９８４０号公報（文献１）には、シリコンまたはガラス基板に溝を
加工して液流路を形成し、その流路を所望物質で部分的に修飾して高感度な分析が効率よ
く行えるようにした小型電気泳動装置が報告されている。
【０００４】
図１８は、該電気泳動装置の槻略図を示す。図中、符号１０１，１０２，１０３，１０５
，１０８，１０９，１１０は、液流入、流出の用に供することのできる液路口を、また符
号１０６は流路を表す。
該電気泳動装置は、エッチングによって一方の基板１１７に溝（流路１０６）を形成し他
方の基板（不図示）を接合して素子を形成している。基板１１７の溝から成る液流路１０
６は、途中（参照符号１０７，１１２部分）に部分的に液を流すための液の流入・流出口
が設けられており（図示例では流入・流出口１０１，１０９及び１０２，１０８の組が配
置されている）、表面修飾剤を部分的に流して流路内壁を部分的に表面修飾できるように
構成されている。
【０００５】
表面修飾剤としては種々のシランカップリング剤が用いられており、シランカップリング
剤が有する感応基の種類によって分離物質とのアフィニティを変え分離効率を重畳させる
ことができる。この表面修飾によって、より高感度な分析が効率よく行えると報告されて
いる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記先行技術において、部分的な表面修飾による高分離・高効率化の効果が報告されてい
るが、その内容は具体性に欠け、特に高効率化についてはその具体的記載がされていない
。
【０００７】
また、シランカップリング剤による表面修飾は有機被膜を利用しているため、有機溶媒や
アルカリによる洗浄によって皮膜の劣化が生じ、耐久性に乏しいという問題点を有する。
【０００８】
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したがって、本発明は、上記問題を解決すべくなされたもので、その目的は、高分離・高
効率化が可能であって、且つ小型化が可能な機器分析用電気泳動素子を提供することにあ
る。また、耐久性の高い表面修飾内壁を有する機器分析用電気泳動素子を提供することに
ある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明によって、以下の電気泳動素子が提供される。すなわち、溝加工した平板を複数
重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、少なくとも分離する試料を注入する注入
用流路部と、前記試料を分離する分離カラム部とが十字状に交差して成る電気泳動素子で
あって、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分が、前記注入用流路部内面のゼータ電
位より低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気泳動素子が提供される（
請求項１）。
【００１０】
　ここに、請求項１中の「溝加工した平板」は、本発明の好ましい第１の実施の形態（第
１の実施の形態の変形、変更例を含む。以下同じ。）では、例えばホウケイ酸ガラス基板
が該当するが、他の素材のガラス基板やシリコンウエハ、また、プラスチック基板なども
含む。請求項１中の「溝加工した平板」を構成する溝は、この第１の実施の形態では、例
えばウエットエッチングにより形成したが、ドライエッチングや機械加工など、他の手法
で形成することもできる。また、第１の実施の形態の溝の形状は、該形状に限定する必要
はなく、他の形状であっても良い。また、第１の実施形態では、一方の基板のみに溝を構
成したが、他方の基板側にも同様に溝を構成することも可能である。溝を構成する基板の
数は限定されず、複数枚重ねて溝を構成することも可能である。また、貫通加工した基板
と未加工の平板とを重ねて構成することもできる。溝の深さまたは幅は電圧を印加した際
に電気浸透流が発生する範囲、具体的には１５０μｍ以下であることが望ましい。請求項
１中の「分離する試料を注入する注入用流路部」は、第１の実施の形態では試料注入口か
ら試料排出口を結ぶ流路が該当する。請求項１中の「試料を分離する分離カラム部」は、
第１の実施の形態では支持液注入口から支持液排出口を結ぶ流路が該当する。請求項１中
の「注入用流路部内面のゼータ電位」は、この第１の実施の形態では、例えばホウケイ酸
ガラス表面のゼータ電位が該当する。請求項１中の「注入用流路部内面のゼータ電位より
低いゼータ電位の表面」は、この第１の実施の形態では、例えばトリメチルクロロシラン
によって表面処理された流路内壁が該当するが、他の一般的表面処理剤、例えば、他のシ
ランカップリング剤や、カルボキシメチルセルロースやポリアクリルアミドなどの親水性
高分子や界面活性剤等なども含む。
【００１１】
　本発明に従う電気泳動素子の作用、効果は、以下のように説明することができる。キヤ
ピラリー電気泳動においてはキヤピラリーに支持液として電解質溶液を満たして分析を行
うが、このことによりキヤピラリー内壁及びこれと接する電解質溶液の間に電気二重層が
形成される。ここに電圧が印加されると電解質溶液が溶媒を伴って移動し、電気浸透流が
生じる。電気浸透流は分離された成分イオンを移動させる駆動力として利用することがで
きる。電気浸透流速υは電解質溶液の誘電率εと粘性率η、ゼータ電位ξおよびキヤピラ
リーに沿ってかけられる電場の強さＥの関係として下記式で表される。ゼータ電位とはキ
ヤピラリー内壁と電解質溶液との間の電位差のことである。
［数１］υ＝－（εξ／η）Ｅ ・・・・（１）
【００１２】
ゼータ電位ξはキヤピラリー内壁の荷電状態において正負いずれの符号をもとりうるが、
通常用キヤピラリーに用いられるガラス表面では負になるため、υは正となり、従って電
気浸透流は陽極から陰極へ向かう。
【００１３】
ここに、本発明に従う電気泳動素子は、試料導入部となる注入用流路部と分離カラムとし
て働く表面処理された流路との流路内壁のゼータ電位が異なる。注入用流路部の内壁はホ
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ウケイ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。一方、分
離カラムとして働く表面処理された流路の内壁は非イオン性の表面処理剤にて覆われてい
るため表面の荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内壁に比べ小さく
なる。
【００１４】
ところで、上記（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶
対値が大きいほど速い。つまり、本発明の電気泳動素子の電気浸透流は試薬の注入用流路
部が速く分離カラム部が遅いことになる。 電気浸透流が速いと分析時間が少なくて済む
反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くなるも
のの分離効率が向上する。この現象は、例えば「本田進、寺部茂：キヤピラリー電気泳動
，Ｐ２６；講談社」（文献２）に説明されている。従って、本発明の電気泳動素子は、注
入用流路部は電気浸透流が速いため試薬導入が短時間で済み且つカラムに入れる前に試薬
の分離を防ぎ、分離カラム部のみ電気浸透流を遅くして分離効率を上げることが可能とな
る。つまり、本発明の電気泳動素子は分離カラム部のみのゼータ電位の絶対値を小さくす
ることによって、高分離・高効率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる
。また、第１の実施の形態の作成方法に記載するように、本発明の電気泳動素子は半導体
プロセス技術を応用して作成することが可能であるため、微細な流路の小型化が可能な機
器分析用流体流路を提供することができる。
【００１５】
　本発明はまた、請求項１記載の電気泳動素子において、前記分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と前記注入用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一
符号であり、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、前記注
入用流路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいようにする構成として、好適に実施で
き（第１変形例）、同様にして、上記請求項１による場合と同様の作用効果を得ることが
できる。この場合において、「分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の値」
とは、第１の実施の形態では、トリメチルクロロシランによって表面処理された流路内璧
のゼータ電位の値が該当する。「注入用流路部内面のゼータ電位の値」とは、第１の実施
の形態では、ホウケイ酸ガラス基板のゼータ電位の値が該当する。
【００１６】
　また、請求項１（または第１変形例）記載の電気泳動素子において、少なくとも試料を
分離する分離カラム部と、分離した前記試料を分取する分取用流路部とが十字状に交差し
て成る電気泳動素子であって、該分離カラム部内面の少なくとも一部分が、前記分取用流
路部内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気泳動
素子が、本発明により提供される（請求項２）。
【００１７】
　ここに、請求項２中の「試料を分離する分離カラム部」とは、後述の第２の実施の形態
（第２の実施の形態の変形、変更例を含む）では支持液注入口から支持液排出口を結ぶ流
路が該当する。請求項２中の「分離した前記試料を分取する分取用流路部」とは、この第
２の実施形態では、二つの分取口を結ぶ流路が該当する。請求項２中の「分取用流路部内
面のゼータ電位」とは、この第２の実施形態では、例えばホウケイ酸ガラス表面のゼータ
電位が該当する。請求項２中の「分取用流路部内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表
面」とは、この第２の実施形態では、例えばトリメチルクロロシランによって表面処理さ
れた流路内壁が該当する。
【００１８】
請求項２の場合、本発明の電気泳動素子は、請求項１記載の電気泳動素子の作用・効果に
加え、下記作用・効果を有する。
本発明の電気泳動素子は、分離カラムとして働く表面処理された流路と、分離物質の分取
に用いる分取用流路部との流路内壁のゼータ電位が異なる。分取用流路部の内壁はホウケ
イ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。一方、分離カ
ラムとして働く表面処理された流路の内壁は非イオン性の表面処理剤にて覆われているた
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め表面の荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内壁に比べ小さくなる
。
【００１９】
ここで、前記（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶対
値が大きいほど速い。つまり、本発明の電気泳動素子は分取用流路部が速く分離カラム部
が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時間が少なくて済む反面、分離効率が悪い。
表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くなるものの分離効率が向上する
。従って、本発明の電気泳動素子は、分離カラム部のみ電気浸透流を遅くして分離効率を
上げ、分取用流路部は電気浸透流が速いため分取を短時間で行うことができ且つ分取前に
試薬の分離を防ぐことが可能となる。
つまり、本発明の電気泳動素子は分離カラム部のみのゼータ電位の絶対値を小さくするこ
とによって、高分離・高効率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。ま
た、本発明の電気泳動素子は半導体プロセス技術を応用して作成することが可能であるた
め、微細な流路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。
【００２０】
　本発明はまた、請求項２記載の電気泳動素子において、前記分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と前記分取用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一
符号であり、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、前記分
取用流路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいようにする構成として、好適に実施で
き（第２変形例）、同様にして、上記請求項２による場合と同様の作用効果を得ることが
できる。この場合において、「分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の値」
とは、第２の実施の形態ではトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁の
ゼータ電位の値が該当する。「分取用流路部内面のゼータ電位の値」とは、第２の実施の
形態ではホウケイ酸ガラス基板のゼータ電位の値が該当する。
【００２１】
　また、請求項２記載の電気泳動素子において、前記分取用流路部を複数有し、少なくと
も一つの前記分取用流路部が前記分離カラム部の任意の位置に構成され、前記分取用流路
部を境に両端の分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位が、前記分取用流路部
内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有していることを特徴とする電気泳動素子
が、本発明により提供される（請求項３）。
【００２２】
　ここに、請求項３中の「分離カラム部の任意の位置に構成された少なくとも一つの分取
用流路部」とは、後述の第３の実施の形態（第３の実施の形態の変形、変更例を含む）で
は、分離カラム部の中央を交差する分取用流路部が該当するが、交差する位置は分離カラ
ム部の位置は限定されず任意の位置に構成することができる。また、分離カラム部の任意
の位置に構成された分取用流路部の数も限定されない。請求項３中の「分取用流路部内面
のゼータ電位」は、この第３の実施の形態では、例えばホウケイ酸ガラス表面のゼータ電
位が該当する。請求項３中の「分取用流路部内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面
」は、この第３の実施の形態では、例えばトリメチルクロロシランによって表面処理され
た流路内壁が該当する。また、前記分取用流路部を境に両端の分離カラムはそれぞれが異
なる表面処理を施し異なるゼータ電位とすることが可能であり、また同じ表面処理を施す
ことも可能である。
【００２３】
請求項３の場合、本発明の電気泳動素子は、請求項１、請求項２記載の電気泳動素子の作
用・効果に加え、下記作用・効果を有する。
本発明の電気泳動素子は、分離カラム部の中央を交差する第１の分取用流路部を境に、分
離カラムとして働く表面処理された第１の流路と第２の流路を有し、さらに分離物質の泳
動末端となる支持液排出口側に分離物質の分取に用いる第２の分取用流路部が構成されて
いる。２つの分取用流路部の内壁はホウケイ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表
面の荷電状態から負となる。表面処理された２つの流路の内壁は非イオン性の表面処理剤
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にて覆われているため表面の荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内
壁に比べ小さくなる。表面処理された２つの流路は、同一の表面処理剤によって処理され
ており、流路内璧のゼータ電位は等しい。
【００２４】
ここで、前記（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶対
値が大きいほど速い。つまり、本発明の電気泳動素子の電気浸透流は２つの分取用流路部
が速く２つの分離カラム部が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時間が少なくて済
む反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くなる
ものの分灘効率が向上する。注入口側に位置する表面処理された第 1の流路にて目的の分
離が生じた場合は、その時点で第１の分取用流路部にて分取目的の分離物質を分取できる
ため、分離から分取までが速くなる。また、注入口側に位置する表面処理された流路では
分離不十分だった場合は、さらに第２の流路にて分離させ第２の分取用流路部から分取目
的の分離物質を分取できる。このように、本発明の電気泳動素子は試料の分離過程におい
て、分離に応じて分取することが可能となり、効率良く分離・分取を進めることができる
。
つまり、本発明の電気泳動素子はゼータ電位の絶対値の小さい２つの分離カラム部の間と
泳動末端部にゼータ電位の絶対値の大きい分取用流路部を設けることによって、高分離・
高効率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。また、半導体プロセス技
術を応用して作成することが可能であるため、微細な流路の小型化が可能な機器分析用流
体流路を提供することができる。
【００２５】
　本発明はまた、請求項３記載の電気泳動素子において、前記分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と前記分取用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一
符号であり、前記分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、前記分
取用流路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいようにする構成として、好適に実施で
き（第３変形例）、同様にして、上記請求項３による場合と同様の作用効果を得ることが
できる。この場合において、「分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の値」
とは、第３の実施の形態ではトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁の
ゼータ電位の値が該当する。「分取用流路部内面のゼータ電位の値」とは、第３の実施の
形態ではホウケイ酸ガラス基板のゼータ電位の値が該当する。
【００２６】
また、請求項３（または第３変形例）記載の電気泳動素子において、複数の分取用流路部
に挟まれた分離カラム部の注入用流路部側に電圧印加用流路部が設けられていることを特
徴とする電気泳動素子が、本発明により提供される（請求項４）。
【００２７】
　ここに、請求項４中の「複数の分取用流路部」とは、後述の第４の実施の形態（第４の
実施の形態の変形、変更を含む）では、分離カラム部のほば中央を交差する第１の分取用
流路部と、分離物質の泳動末端となる支持液排出口側に構成された第２の分取用流路部の
２つが該当する。請求項４中の「複数の分取用流路部に挟まれた分離カラム部」とは、こ
の第４の実施の形態では、第１の分取用流路部と第２の分取用流路部との間に位置する第
２の分離カラム部が該当する。請求項４中の「電圧印加用流路部」とは、この第４の実施
の形態では、第１の分取用流路部と第２の分離カラム部との間に構成された電圧印加用流
路口ヘの分岐流路が該当する。
【００２８】
請求項４の場合、本発明の電気泳動素子は、請求項１～３記載の電気泳動素子の作用・効
果に加え、下記作用・効果を有する。
本発明の電気泳動素子は、分離カラムとして働く表面処理された第１の流路と第２の流路
を有し、２つの流路の間に分離物質の分取に用いる第１の分取用流路部と電圧印加ポイン
トを切り換えるために用いる電圧印加用流路口が構成され、さらに分離物質の泳動末端と
なる支持液排出口側に分離物質の分取に用いる第２の分取用流路部が構成されている。第
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１の流路、第２の流路及び２つの分取用流路部は、流路内壁のゼータ電位が異なる。２つ
の分取用流路部の内壁はホウケイ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状
態から負となる。表面処理された第１の流路と第２の流路の内壁は非イオン性の表面処理
剤にて覆われているため表面の荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の分取
用流路部内壁に比べ小さくなる。また、表面処理された第１の流路と第２の流路とは異な
る表面処理剤で覆われているため、流路内壁のゼータ電位が異なる。第２の流路は第１の
流路よりも疎水性の強い表面処理剤で覆われているため、表面の電荷は弱くなり、ゼータ
電位の絶対値は第１の流路に比べさらに小さくなる。
【００２９】
ここで、前記（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶対
値が大きいほど速い。つまり、本発明の電気泳動素子の電気浸透流は表面処理された第２
の流路が最も遅く、表面処理された第 1の流路、２つの分取用流路部の順で速くなる。電
気浸透流が速いと分析時間が少なくて済む反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸
透流が抑えられると分析時間が長くなるものの分離効率が向上する。
従って、表面処理された第１の流路は第２の流路に比べ分離効率は劣るものの分析時間は
短い。表面処理された第１の流路にて目的の分離が生じた場合は、その時点で第１の分取
用流路部にて分取目的の分離物質を分取できるため、分離から分取までが速くなる。また
、表面処理された第１の流路では分離不十分だった場合は、さらに分離効率の高い表面処
理された第２の流路にて分離させ第２の分取用流路部から分取目的の分離物質を分取でき
る。また、表面処理された第１の流路と第２の流路への電圧印加ポイントを切り換えて電
圧印可することにより、表面処理の効果を反映した電気浸透流を実現することができる。
つまり、本発明の電気泳動素子は、上記に説明したように、高分離・高効率化が可能な機
器分析用流体流路を提供することができる。また、本発明の電気泳動素子は半導体プロセ
ス技術を応用して作成することが可能であるため、微細な流路の小型化が可能な機器分析
用流体流路を提供することができる。
【００３０】
　本発明はまた、請求項４記載の電気泳動素子において、前記分離カラム部の任意の位置
に構成された前記分取用流路部を境に、前記分離カラム部内面のゼータ電位の値が異なる
よう構成して、好適に実施でき（第４－１変形例）、同様にして、上記請求項４による場
合と同様の作用効果を得ることができる。この場合において、「分離カラム部の任意の位
置に構成された前記分取用流路部」とは、第４の実施の形態では分離カラム部のほぼ中央
を交差する分取用流路部が該当するが、交差する位置は分離カラム部の位置は限定されず
任意の位置に構成することができる。「分離カラム部内面のゼータ電位の値」とは、第４
の実施の形態ではトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁とジメチルプ
ロピルクロロシランによって表面処理された流路内壁のゼータ電位の値が該当する。さら
にはまた、上記（第４－１変形例）記載の電気泳動素子において、前記分取用流路部を境
に異なる分離カラム部内面のゼータ電位の値が０または同一符号であり、前記注入用流路
部側に位置する分離カラム部内面のゼータ電位の絶対値が前記注入用流路部側とは反対側
に位置する分離カラム部内面のゼータ電位の絶対値よりも大きいようにする構成として、
本発明は好適に実施でき（第４－２変形例）、同様にして、上記請求項４による場合と同
様の作用効果を得ることができる。この場合において、「注入用流路部側に位置する分離
カラム部」とは、第４の実施の形態ではトリメチルクロロシランによって表面処理された
流路が該当する。「注入用流路部側とは反対側に位置する分離カラム部」とは、第４の実
施の形態ではジメチルプロピルクロロシランによって表面処理された流路が該当する。
【００３１】
　また、本発明によると、溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子に
おいて、少なくとも分離する試料を注入する注入用流路部と、前記試料を分離する分離カ
ラム部とが十字状に交差して成る電気泳動素子であって、前記分離カラム部内面の少なく
とも一部分が、溝加工した基板流路内面のゼータ電位より低いゼータ電位の表面を有して
おり、その溝加工した基板のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面が、絶縁性の無機材
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料によって構成されていることを特徴とする電気泳動素子が、提供される（請求項５）。
【００３２】
　ここに、請求項５中の「溝加工した平板」は、後述の第５の実施の形態（第５の実施の
形態の変形、変更例を含む）では、例えばホウケイ酸ガラス基板が該当するが、他の素材
のガラス基板やシリコンウエハ、また、プラスチック基板なども含む。請求項５中の「溝
加工した平板」を構成する溝は、この第５の実施の形態ではウエットエッチングにより形
成したが、ドライエッチングや機械加工など、他の手法で形成することもできる。また、
第５の実施の形態の溝の形状は、該形状に限定する必要はなく、他の形状であっても良い
。また、第５の実施形態では、一方の基板のみに溝を構成したが、他方の基板側にも同様
に溝を構成することも可能である。溝を構成する基板の数は限定されず、複数枚重ねて溝
を構成することも可能である。溝の深さまたは幅は電圧を印加した際に電気浸透流が発生
する範囲、具体的には１５０μｍ以下であることが望ましい。請求項５中の「分離する試
料を注入する注入用流路部」は、第５の実施の形態では試料注入口から試料排出口を結ぶ
流路が該当する。請求項５中の「前記試料を分離する分離カラム部」は、第５の実施の形
態では支持液注入口から支持液排出口を結ぶ流路が該当する。請求項５中の「溝加工した
基板流路内面のゼータ電位」は、この第５の実施の形態では、例えばホウケイ酸ガラス基
板表面のゼータ電位が該当する。請求項５中の「絶縁性の無機材料」は、この第５の実施
の形態では、二酸化けい素ガラスによってコートされた流路内壁が該当するが、絶縁性の
無機材料であれば他の無機皮膜材料に変更が可能である。例えば、他のガラス材料、窒化
シリコン、アルミナ、ダイヤモンド、五酸化タンタル等に変更することができる。また、
二酸化けい素ガラスのコートはスパックリングによって行ったが、他の成膜方法、例えば
、ケミカルヴエーパーデポジッション法や真空蒸着法などを用いることもできる。
【００３３】
請求項５の場合にあっては、本発明に従う電気泳動素子の作用、効果は、以下のように説
明することができる。
本発明の電気泳動素子は、試料導入部となる注入用流路部と分離カラムとして働く表面コ
ートされた流路との流路内壁のゼータ電位が異なる。注入用流路部の内壁はホウケイ酸ガ
ラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。一方、分離カラムと
して働く表面コートされた流路の内壁は二酸化けい素ガラスにて覆われているため、ゼー
タ電位の絶対値はホウケイ酸ガラス表面に比べ小さくなる。
【００３４】
ところで、前記（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶
対値が大きいほど速い。つまり、本発明の電気泳動素子の電気浸透流は試薬の注入用流路
部が速く分離カラム部が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時間が少なくて済む反
面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くなるもの
の分離効率が向上する。従って、本発明の電気泳動素子は、注入用流路部は電気浸透流が
速いため試薬導入が短時間で済み且つカラムに入れる前に試薬の分離を防ぎ、分離カラム
部のみ電気浸透流を遅くして分離効率を上げることが可能となる。つまり、本発明の電気
泳動素子は分離カラム部のみのゼータ電位の絶対値を小さくすることによって、高分離・
高効率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。
また、本発明の電気泳動素子は、表面コートされた流路内壁が無機皮膜であるため、耐久
性が高く、アルカリなどによる洗浄を行っても有機被膜のように劣化しない。このため、
耐久性の高い、繰り返し使用可能な電気泳動素子となる。
また、本発明の電気泳動素子は半導体プロセス技術を応用して作成することが可能である
ため、微細な流路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。
【００３５】
　本発明はまた、請求項５記載の電気泳動素子において、前記絶縁性の無機材料が、石英
硝子やホウケイ酸硝子などの硝子材料、または窒化シリコン、五酸化タンタル、アルミナ
、ダイヤモンドからなる構成として、好適に実施でき（第５変形例）、同様にして、上記
請求項５による場合と同様の作用効果を得ることができる。
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【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
図１～図３は、本発明の電気泳動素子の第１の実施の形態を示す。図１は、この第１の実
施の形態における電気泳動素子の斜視図、図２は、同第１実施形態の電気泳動素子におけ
る溝加工した基板を溝加工面から見た図、図３は、同第１実施形態の電気泳動素子の作製
方法の一例の説明に供する図である。
【００３７】
〔第１の実施の形態の構成〕
図中、１は電気泳動素子を示し、この電気泳動素子１は、例えば、ホウケイ酸ガラス基板
２と溝加工したホウケイ酸ガラス基板３とを接合して構成されている。基板２と溝（図３
中、参照符号１４）を有する基板３とによって囲まれた空間によって、流路４が形成され
ている。流路４は、ここでは、６個の枝別れを有する流路であって、支持液注入口５、支
持液排出口６、試料注入口７、試料排出口８、及び２個の表面処理用試薬導入口９を構成
する。
【００３８】
各口にはチューブとのコネクター（図３中（ｇ），（ｈ）参照）が設けられており、ここ
では、支持液注入口５、支持液排出口６、試料注入口７、及び試料排出口８の４個所には
管状の白金から成る電極１０が接続されている。
また、試料注入口７から試料排出口８を結ぶ注入用流路部と支持液注入口５から支持液排
出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて交差している。また、支持液注入口５から
支持液排出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１と支持液排出口６の間で蛇行した形状
を有する。２個の表面処理用試薬導入口９は、交差部１１と支持液排出口６の間の分岐部
に構成されている。
【００３９】
図２は、溝加工した上記基板３を溝加工面から見た図であり、流路４の２個の表面処理用
試薬導入口９は、参照符号９ａ，９ｂを付した導入口から成る。導入口９ａ～９ｂの間の
流路は、トリメチルクロロシランによって表面処理された流路１２を有する。この流路１
２の部分が主に分離カラムとして働く。
【００４０】
ここに、電気泳動素子１の作製方法を図３を参照にしながら説明する。
まず、図３（ａ）に示すように、光学研磨した平板のホウケイ酸ガラス基板３を用意する
。次に、図３（ｂ）に示すように、ホウケイ酸ガラス基板３の表面にフォトレジストをス
ピンコートし、レジスト薄膜１３，１３を成膜する。
次に、図３（ｃ）に示すように、フォトリソグラフィー技術によってレジスト薄膜１３を
パターニングする。次に、図３（ｄ）に示すように、フッ酸とフッ化アンモニウムを混合
した溶液に基板を浸積し、パターニングしたレジスト薄膜１３をマスクとしてホウケイ酸
ガラス基板３をウェットエッチングし、溝１４を有するホウケイ酸ガラス基板３とする。
溝１４は、溝の深さが１５０μｍ以下であることが望ましい。
次に、図３（ｅ）に示すように、プラズマアッシャーを用いてエッチングマスクとして利
用したレジスト薄膜１３を除去する。
次に、図３（ｆ）に示すように、溝加工したホウケイ酸ガラス基板３と穴（２ａ）あけ加
工済みのホウケイ酸ガラス基板２を重ね、ヒーター１５にて加熱して熱溶着法にて接合す
る。加熱温度は５００～８００℃が望ましい。
次に、図３（ｇ）に示すように、接着剤にてコネクター１６を接合する。次に、図３（ｈ
）に示すように、チューブ１７を介して管状の白金から成る電極１０を接続し、電気泳動
素子１を完成した。
【００４１】
次に，表面処理方法について説明する。
電気泳動素子１の支持液注入口５、支持液排出口６、試料注入口７、及び試料排出口８を
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すべて密閉する。次に、表面処理用試薬導入口９ｂにペリスターポンプを接続し、吸引に
よって表面処理用試薬導入口９ａから１０％トリメチルクロロシランのジクロロメタン溶
液を注入させる。注入後約１０分間放置することにより、表面処理された流路１２得た。
【００４２】
次に，電気泳動素子１を用いた分離実験について説明する。
まず、４個の電極１０に高圧電源を接続する。支持液注入口５と試料注入口７の電極１０
には陽極を、支持液排出口６と試料排出口８の電極１０には陰極を接続する。流路４には
予め全体に泳動バッファーを満たしておく。
次に、試料注入口７に分離するための試料を注入する。試料注入口７、及び試料排出口８
の間に電圧を印加し、電気浸透流によって試料注入口７から試料排出口８に向かって試料
を導入する。次に、支持液注入口５と支持液排出口６の間に電圧を印加し、交差部１１に
存在する試料を電気浸透流によって支持液排出口６に向かって泳動させる。泳動試料は、
途中に表面処理された流路１２を有する流路を経て分離しながら支持液排出口６に向かっ
て泳動する。
【００４３】
〔第１の実施の形態の作用・効果〕次に、この第１の実施の形態の作用及び効果を説明す
る。キャピラリー電気泳動においてはキャピラリーに支持液として電解質溶液を満たして
分析を行うが、このことによりキャピラリー内壁及びこれと接する電解質溶液の間に電気
二重層が形成される。ここに、電圧が印加されると電解質溶液が溶媒を伴って移動し、電
気浸透流が生じる。電気凌透流は分離された成分イオンを移動させる駆動力として利用す
ることができる。電気浸透流速υは電解質溶液の誘電率εと粘性率η、ゼータ電位ξおよ
びキャピラリーに沿ってかけられる電場の強さＥの関係として下記式で表される。ゼータ
電位とはキャピラリー内壁と電解質溶液との間の電位差のことである。
［数２］υ＝－（εξ／η）Ｅ ・・・・（１）
【００４４】
ゼータ電位ξはキャピラリー内壁の荷電状態において正負いずれの符号をもとりうるが、
通常用キャピラリーに用いられるガラス表面では負になるため、υは正となり、従って電
気浸透流は陽極から陰極へ向かう。
【００４５】
ここに、本実施の形態に従う電気泳動素子１は、試料注入口７から試料排出口８を結ぶ注
入用流路部と支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて
交差しているとともに、分離カラム部内面の少なくとも一部分が、注入用流路部内面のゼ
ータ電位とは異なるゼータ電位の表面を有している。
【００４６】
すなわち、上記電気泳動素子１は、試料導入部となる試料注入口７から試料排出口８を結
ぶ注入用流路部と分離カラムとして働く表面処理された流路１２との流路内壁のゼータ電
位が異なる。試料注入口７から試料排出口８を結ぶ流路の内壁はホウケイ酸ガラス表面で
あり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。一方、分離カラムとして働く表
面処理された流路１２の内壁は非イオン性の表面処理剤にて覆われているため表面の荷電
は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内壁に比べ小さくなる。
【００４７】
（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼータ電位の絶対値が大きいほ
ど速い。つまり、上記電気泳動素子１の電気浸透流は試薬の注入用流路部が速く分離カラ
ム部が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時間が少なくて済む反面、分離効率が悪
い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くなるものの分離効率が向上
する。従って、上記電気泳動素子１は、注入用流路部は電気浸透流が速いため試薬導入が
短時間で済み且つカラムに入れる前に試薬の分離を防ぎ、分離カラム部のみ電気浸透流を
遅くして分離効率を上げることが可能となる。つまり、電気泳動素子１は分離カラム部の
みのゼータ電位の絶対値を小さくすることによって、高分離・高効率化が可能な機器分析
用流体流路を提供することができる。また、上記作成方法（図３）に記載したように、電
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気泳動素子１は半導体プロセス技術を応用して作成することが可能であるため、微細な流
路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。
かくして、本実施の形態の構成に従えば、高分離・高効率化が可能であって、且つ小型化
が可能な機器分析用電気泳動素子が実現される。
【００４８】
〔第１の実施の形態の変形、変更〕
なお、この第１の実施の形態の各構成は、当然、各種変形、変更が可能である。
〔１－１〕例えば、ホウケイ酸ガラス基板２とホウケイ酸ガラス基板３は、他の素材のガ
ラス基板やシリコンウェハヘの変更が可能である。また、プラスチック基板への変更も可
能である。
〔１－２〕基板２と溝を有する基板３とによって囲まれた空間によって構成された流路４
は、基板２が溝を有する構成に変更することも可能であり、基板２，３共に溝を有する構
成にすることも可能である。
【００４９】
〔１－３〕２個の表面処理用試薬導入口９は、２個以上であればその数に限定されず、複
数の表面処理用試薬導入口を構成して複数の表面処理剤にて部分的な表面処理をすること
も可能である。
〔１－４〕また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１
と支持液排出口６の間で蛇行した形状を有するが、形状は限定されず、直線形状等への変
更が可能である。
〔１－５〕白金から成る電極１０の素材は白金に限定されず、金等の他の導電性物質に変
更が可能である。また、電極が接続されている部位は、支持液注入口５、支持液排出口６
、試料注入口７、及び試料排出口８の４個所に限定されず、２個の表面処理用試薬導入口
９に接続して電圧印加ポイントを可変することも可能である。
【００５０】
〔１－６〕また、接続された電極の正負は特に限定されず、目的に応じて可変することも
可能である。例えば、ゼータ電位の値の符号が正の表面の場合は、電気浸透流は正極に流
れるため、接続する電極の正負は本実施形態と反対にすることで同様な泳動が可能となる
。
〔１－７〕表面処理に用いたトリメチルクロロシランは、他の一般的表面処理剤に変更す
ることができる。例えば、他のシランカップリング剤に変更することができる。また、カ
ルボキシメチルセルロースやポリアクリルアミドなどの親水性高分子や界面活性剤等に変
更することもできる。
これらの点は、以下の例における変形、変更の場合にも準ずる。
【００５１】
〔第２の実施の形態の構成〕
次に、本発明の電気泳動素子の第２の実施の形態を示す。
本実施形態は、試料を分離する分離カラム部と、分離した試料を分取する分取用流路部と
が交差して成る電気泳動素子であって、分離カラム部内面の少なくとも一部分が、分取用
流路内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面を有するようにしようというものであ
る。本実施の形態は、前記第１の実施の形態の変形例とも捉えることもできる。
図４は、この第２の実施の形態における電気泳動素子２０の斜視図、図５は、その電気泳
動素子２０における溝加工した基板を溝加工面から見た図である。
【００５２】
基本的な構成は第１実施形態で例示したのと同様であってよく、この電気泳動素子２０は
、ホウケイ酸ガラス基板２１と溝加工したホウケイ酸ガラス基板２２とを接合して構成さ
れている。基板２１と溝を有する基板２２とによって囲まれた空間によって、流路２３が
形成されている。
【００５３】
流路２３は、ここでは、８個の枝別れを有する流路であって、支持液注入口５、支持液排
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出口６、試料注入口７、試料排出口８、２個の試料分取口２４（２４ａ，２４ｂ）、及び
２個の表面処理用試薬導入口９を構成する。各口にはチューブとのコネクターが設けられ
ており、支持液注入口５、支持液排出口６、試料注入口７、試料排出口８及び試料分取口
２４には管状の白金から成る電極１０が接続されている。
また、試料注入口７から試料排出口８を結ぶ注入用流路部と支持液注入口５から支持液排
出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて交差している。また、支持液注入口５から
支持液排出口６を結ぶ分離カラム部と分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部
は、交差部２５にて交差している。また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離
カラム部は、交差部１１と交差部２５の間で蛇行した形状を有する。２個の表面処理用試
薬導入口９は、交差部１１と交差部２５の間の分岐部に構成されている。
【００５４】
図５は、溝加工した上記基板２２を溝加工面から見た図であり、流路２３の２個の表面処
理用試薬導入口９は、導入口９ａ，９ｂから成る。導入口９ａ～９ｂの間の流路はトリメ
チルクロロシランによって表面処理された流路内壁１２を有する。この流路内璧１２の部
分が主に分離カラムとして働く。
【００５５】
この電気泳動素子２０の作製方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の作製方法（
図３）と同様であり、フォトリソグラーフィーに用いるマスクパターンを電気泳動素子２
０用に設計して作製を行う。
【００５６】
表面処理方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の表面処理方法と同様である。つ
まり、電気泳動素子２０の支持液注入口５、支持液排出口６、試料注入口７、試料排出口
８、及び２個の試料分取口２４をすべて密閉する。次に、表面処理用試薬導入口９ｂにペ
リスターポンプを接続し、吸引によって表面処理用試薬導入口９ａから１０％トリメチル
クロロシランのジクロロメタン溶液を注入させる。注入後約１０分間放置することにより
、表面処理された流路１２を得た。
【００５７】
次に、この電気泳動素子２０を用いた分離・分取実験について説明する。
まず、６個の電極１０に高圧電源を接続する。支持液注入口５、試料注入口７、分取口２
４ａの電極には陽極を、支持液排出口６、試料排出口８、分取口２４ｂの電極には陰極を
接続する。流路２３には予め全体に泳動バッファーを満たしておく。
次に、試料注入口７に分離するための試料を注入する。試料注入口７、及び試料排出口８
の間に電圧を印加し、電気浸透流によって試料注入口７から試料排出口８に向かって試料
を導入する。次に、支持液注入口５と支持液排出口６の間に電圧を印加し、交差部１１に
存在する試料を電気浸透流によって支持液排出口６に向かって泳動させる。泳動試料は、
途中に表面処理された流路１２を有する流路を経て分離しながら支持液排出口６に向かっ
て泳動する。
【００５８】
ここで、交差部２５または交差部２５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。分取目的の分離物質が交差部２５を通過する際、分取口
２４ａと分取口２４ｂの間に電圧を印加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳
動させ分取する。
【００５９】
〔第２の実施の形態の作用・効果〕
次に、この第２の実施の形態の作用及び効果を説明する。
本実施の形態に従う電気泳動素子２０は、第１実施形態と同様の作用・効果を奏すると共
に、これに加えて、下記作用・効果を有する。
【００６０】
上記電気泳動素子２０は、分離カラムとして働く表面処理された流路１２と、分離物質の
分取に用いる分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部との流路内壁のゼータ電
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位が異なる。分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ流路の内壁はホウケイ酸ガラス表面で
あり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。一方、分離カラムとして働く表
面処理された流路１２の内壁は非イオン性の表面処理剤にて覆われているため表面の荷電
は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内壁に比べ小さくなる。
【００６１】
ここで、第１実施形態記載の（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼ
ータ電位の絶対値が大きいほど速い。つまり、上記電気泳動素子２０の電気浸透流は分取
用流路部が速く分離カラム部が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時間が少なくて
済む反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析時間が長くな
るものの分離効率が向上する。従って、上記電気泳動素子２０は、分離カラム部のみ電気
浸透流を遅くして分離効率を上げ、分取用流路部は電気浸透流が速いため分取を短時間で
行うことができ、且つ分取前に試薬の分離を防ぐことが可能となる。
【００６２】
つまり、電気泳動素子２０は分離カラム部のみのゼータ電位の絶対値を小さくすることに
よって、高分離・高効率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。また、
上記作成方法に記載したように、第１実施形態の場合と同様、電気泳動素子２０は半導体
プロセス技術を応用して作成することが可能であるため、微細な流路の小型化が可能な機
器分析用流体流路を提供することができる。
本発明は、このようにして実施することもできる。
【００６３】
〔第２の実施の形態の変形、変更〕
なお、この第２の実施の形態の各構成も、第１実施形態と同様、当然、各種変形、変更（
〔第１の実施の形態の変形、変更〕を含む）が可能である。
【００６４】
〔２－１〕特に、図６に４個の表面処理用試薬導入口を構成した場合の変更例である電気
泳動素子３０を示す。この電気泳動素子３０は、ホウケイ酸ガラス基板３１と溝加工した
ホウケイ酸ガラス基板３２とを接合して構成されている。電気泳動素子３０は、４個の表
面処理用試薬導入口９（９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ）を有している。これら４個の表面処理
用試薬導入口９は、交差部１１と交差部２５の間の分岐部に構成されている。図７は、溝
加工した上記基板３２を溝加工表面から見た図である。流路３３は、表面処理用試薬導入
口９ａと９ｂから表面処理剤を注入・排出して処理した流路内壁３４と、表面処理用試薬
導入口９ｃと９ｄから表面処理剤を注入・排出して処理した流路内壁３５とを有する。こ
のように、表面処理用試薬導入口９を多数設けることによって、多種の表面処理が可能と
なる。
本発明は、このようにして実施してもよい。
【００６５】
〔第３の実施の形態の構成〕
次に、本発明の電気泳動素子の第３の実施の形態を示す。
本実施形態は、分取用流路部を複数有する電気泳動素子であって、少なくとも一つの分取
用流路部が分離カラム部の任意の位置に構成され、該分取用流路部を境に両端の分離カラ
ム部内面の少なくとも一部分のゼー夕電位が、該分取用流路内面のゼー夕電位とは異なる
ゼータ電位の表面を有するようにしようというものである。本実施の形態は、前記第１の
実施の形態の変形例と捉えることもできるものであり、前記第２の実施の形態（第２の実
施の形態の変形、変更の例を含む）の変形例と捉えることもできる。
図８は、この第３の実施の形態における電気泳動素子４０の斜視図、図９は、その電気泳
動素子４０における溝加工した基板を溝加工面から見た図である。
【００６６】
基本的な構成は第１、第２実施形態で例示したのと同様であってよく、この電気泳動素子
４０は、ホウケイ酸ガラス基板４１と溝加工したホウケイ酸ガラス基板４２とを接合して
構成されている。基板４１と溝を有する基板４２とによって囲まれた空間によって、流路
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４３が形成されている。
【００６７】
流路４３は、ここでは、１２個の枝別れを有する流路であって、支持液注入口５、支持液
排出口６、試料注入口７、試料排出口８、２個で１対の試料分取口２４（２４ａ，２４ｂ
）と４４（４４ａ，４４ｂ）、及び４個の表面処理用試薬導入口９を構成する。各口には
チューブとのコネクターが設けられており、支持液注入口５、支持液排出口６、試料注入
口７、試料排出口 8、試料分取口２４び試料分取口４４には管状の白金から成る電極１０
が接続されている。
【００６８】
また、試料注入口 7から試料排出口８を結ぶ注入用流路部と支持液注入口５から支持液排
出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて交差している。また、支持液注入口５から
支持液梯出口６を結ぶ分離カラム部と分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部
は、交差部２５にて交差している。また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離
カラム部と分取口４４ａから分取口４４ｂを結ぶ分取用流路部は、分離カラム部の中央に
位置する交差部４５にて交差している。また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ
分離カラム部は、交差部１１と交差部４５の間、及び交差部４５と交差部２５の間で蛇行
した形状を有する。４個の表面処理用試薬導入口９は、交差部１１と交差部４５の間の分
岐部に２個、交差部４５と交差部２５の間に２個構成されている。
【００６９】
図９は，溝加工した上記基板４２を溝加工面から見た図である。流路４３の４個の表面処
理用試薬導入口９は、導入口９ａ～９ｄの各導入口から成る。導入口９ａ～９ｂの間の流
路はトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁４６を、導入口９ｃ～９ｄ
の間の流路はトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁４７を有する。こ
の流路内璧４６，４７の部分が主に分離カラムとして働く。
【００７０】
この電気泳動素子４０の作製方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の作製方法（
図３）と同様であり、フォトリソグラーフィーに用いるマスクパターンを電気泳動素子４
０用に設計して作製を行う。
【００７１】
表面処理方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の表面処理方法と同様である。つ
まり、まず、表面処理用試薬導入口９ａと９ｂ以外の液の出入口をすべて密閉する。次に
、表面処理用試薬導入口９ｂにペリスターポンプを接続し、吸引によって表面処理用試薬
導入口９ａから１０％トリメチルクロロシランのジクロロメタン溶液を注入させる。注入
後約１０分間放置することにより、表面処理された流路４６を得た。
次に、表面処理用試薬導入口９ｃと９ｄ以外の液の出入口をすべて密閉する。次に、表面
処理用試薬専入口９ｄにペリスターポンプを接続し、吸引によって表面処理用試薬導入口
９ｃから１０％トリメチルクロロシランのジクロロメタン溶液を注入させる。注入後約１
０分間放置することにより、表面処理された流路４７を得た。
【００７２】
次に、この電気泳動素子４０を用いた分離・分取実験について説明する。
まず、８個の電極１０に高圧電源を接続する。支持液注入口５、試料注入口７、分取口２
４ａ、分取口４４ａの電極には陽極を、支持液排出口６、試料排出口８、分取口２４ｂ、
分取口４４ｂの電極には陰極を接続する。流路４３には予め全体に泳動バッファーを満た
しておく。
【００７３】
次に、試料注入口７に分離するための試料を注入する。試料注入口７、及び試料排出口８
の間に電圧を印加し、電気浸透流によって試料注入口７から試料排出口８に向かって試料
を導入する。次に、支持液注入口５と支持液排出口６の間に電圧を印加し、交差部１１に
存在する試料を電気浸透流によって支持液排出口６に向かって泳動させる。泳動試料は、
途中に表面処理された流路４６を有する流路を経て分離しながら支持液排出口６に向かっ
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て泳動する。
【００７４】
ここで、交差部４５または交差部４５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。この検出点にて目的とする分離が生じていた場合、分取
目的の分離物質が交差部４５を通過する際、分取口４４ａと分取口４４ｂの間に電圧を印
加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳動させ分取する。交差部４５の検出点
にて目的とする分離が不十分だった場合、支持液注入口５と支持液排出口６の間への電圧
印加を続ける。泳動試料は、途中に表面処理された流路４７を有する流路を経て分離しな
がら支持液排出口６に向かって泳動する。
【００７５】
さらに、交差部２５または交差部２５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。分取目的の分離物質が交差部２５を通過する際、分取口
２４ａと分取口２４ｂの間に電圧を印加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳
動させ分取する。
【００７６】
〔第３の実施の形態の作用・効果〕
次に、この第３の実施の形態の作用及び効果を説明する。
本実施の形態に従う電気泳動素子４０は、第１及び第２実施形態と同様の作用・効果を奏
すると共に、これに加えて、下記作用・効果を有する。
【００７７】
上記電気泳動素子４０は、分離カラムとして働く表面処理された２つの流路４６と４７を
有し、流路４６と４７の間に分離物質の分取に用いる分取口４４ａから分取口４４ｂを結
ぶ分取用流路部が構成され、さらに分離物質の泳動末端となる支持液排出口６側に分離物
質の分取に用いる分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部が構成されている。
２つの分取用流路部の内壁はホウケイ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷
電状態から負となる。表面処理された流路４６と４７の内璧は非イオン性の表面処理剤に
て覆われているため表面の荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内璧
に比べ小さくなる。流路４６と流路４７は、同一の表面処理剤によって処理されており、
流路内璧のゼータ電位は等しい。
【００７８】
ここで、第１実施形態記載の（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼ
ータ電位の絶対値が大きいほど速い。つまり、上記電気泳動素子４０の電気浸透流は２つ
の分取用流路部が速く２つの分離カラム部が遅いことになる。電気浸透流が速いと分析時
間が少なくて済む反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられると分析
時間が長くなるものの分離効率が向上する。流路４６にて目的の分離が生じた場合は、そ
の時点で分取口４４ａから分取口４４ｂを結ぶ分取用流路部にて分取目的の分離物質を分
取できるため、分離から分取までが速くなる。また、流路４６では分離不十分だった場合
は、さらに流路４７にて分離させ分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部から
分取目的の分離物質を分取できる。このように、電気泳動素子４０は試料の分離過程にお
いて、分離に応じて分取することが可能となり、効率良く分離・分取を進めることができ
る。
【００７９】
つまり、電気泳動素子４０はゼータ電位の絶対値の小さい２つの分離カラム部の問と泳動
末端部にゼータ電位の絶対値の大きい分取用流路部を設けることによって、高分離・高効
率化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。また、上記作成方法に記載し
たように、第１実施形態の場合と同様、電気泳動素子４０は半導体プロセス技術を応用し
て作成することが可能であるため、微細な流路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提
供することができる。
本発明は、このようにして実施することもできる。
【００８０】
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〔第３の実施の形態の変形、変更〕
なお、この第３の実施の形態の各構成は、第１、第２実施形態と同様、当然、各種変形、
変更（〔第１の実施の形態の変形、変更〕を含み、〔第２の実施の形態の変形、変更〕を
含む）が可能である。
【００８１】
〔３－１〕例えば、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部と分取口４４
ａから分取口４４ｂを結ぶ分取用流路部は、分離カラム部の中央に位置する交差部４５に
て交差しているが、該交差部の位置は限定されず任意の位置に構成することができる。
〔３－２〕また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部の任意の位置に
構成された分取用流路部の数も限定されない。
〔３－３〕また、該分取用流路部にて分割された分離カラム部はそれぞれが異なる表面処
理を施し異なるゼータ電位とすることが可能であり、また同じ表面処理を施すことも可能
である。
〔３－４〕さらに、後記図１４，１５に示すような変形も可能である。
本発明は、このようにして実施してもよい。
【００８２】
〔第４の実施の形態の構成〕
次に、本発明の電気泳動素子の第４の実施の形態を示す。
本実施形態は、分取用流路部を複数有すると共に、複数の分取用流路部に挟まれた分離カ
ラム部の注入用流路部側に電圧印加用流路部を設けというものである。本実施の形態は、
前記第１の実施の形態の変形例と捉えることもできるものであり、また前記第２の実施の
形態（第２の実施の形態の変形、変更の例を含む）の変形例と捉えることもできるもので
あり、前記第３の実施の形態（第３の実施の形態の変形、変更の例を含む）の変形例と捉
えることもできる。
図１０は、この第４の実施の形態における電気泳動素子５０の斜視図、図１１は、その電
気泳動素子５０における溝加工した基板を溝加工面から見た図である。
【００８３】
基本的な構成は第１、第２、第３実施形態で例示したのと同様であってよく、この電気泳
動素子５０は、ホウケイ酸ガラス基板５１と溝加工したホウケイ酸ガラス基板５２とを接
合して構成されている。基板５１と溝を有する基板５２とによって囲まれた空間によって
、流路５３が形成されている。
【００８４】
流路５３は、ここでは、１３個の枝別れを有する流路であって、支持液注入口５、支持液
排出口６、試料注入口７、試料排出口８、２個で１対の試料分取口２４（２４ａ，２４ｂ
）と４４（４４ａ，４４ｂ）、４個の表面処理用試薬導入口９、及び電圧印加用流路口５
４を構成する。各口にはチューブとのコネクターが設けられており、支持液注入口５、支
持液排出口６、試料注入口７、試料排出口８、試料分取口２４、試料分取口４４及び電圧
印加用流路口５４には管状の白金から成る電極１０が接続されている。電圧印加用流路口
５４は、電圧印加ポイントを切り換えるのに用いることができる。
【００８５】
また、試料注入口７から試料排出口８を結ぶ注入用流路部と支持液注入口５から支持液排
出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて交差している。また、支持液注入口５から
支持液排出口６を結ぶ分離カラム部と分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部
は、交差部２５にて交差している。また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離
カラム部と分取口４４ａから分取口４４ｂを結ぶ分取用流路部は、分離カラム部のほぼ中
央に位置する交差部４５にて交差している。また、支持液注入口５から支持液排出口６を
結ぶ分離カラム部は、交差部１１と交差部４５の間、及び交差部４５と交差部２５の間で
蛇行した形状を有する。４個の表面処理用試薬導入口９は、交差部１１と交差部４５の間
の分岐部に２個、交差部４５と交差部２５間に２個構成されている。
【００８６】
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　図１１は、溝加工した上記基板５２を溝加工面から見た図である。流路５３の４個の表
面処理用試薬導入口９は、導入口９ａ～９ｄの各導入口から成る。導入口９ａ～９ｂの間
の流路はトリメチルクロロシランによって表面処理された流路内壁４６を、９ｃ～９ｄの
間の流路はジメチルプロピルクロロシランによって表面処理された流路内壁５５を有する
。この流路内壁４６、５５の部分が主に分離カラムとして働く。電圧印加用流路口５４は
、交差部４５と流路内壁５５の間の分岐流路に構成されている。
【００８７】
この電気泳動素子５０の作製方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の作製方法（
図３）と同様であり、フォトリソグラーフィーに用いるマスクパターンを電気泳動素子５
０用に設計して作製を行う。
【００８８】
表面処理方法は、第１実施形態に示した電気泳動素子１の表面処理方法と同様である。つ
まり、まず表面処理用試薬導入口９ａと９ｂ以外の液の出入口をすべて密閉する。次に、
表面処理用試薬導入口９ｂにペリスターボンプを接続し、吸引によって表面処理用試薬導
入口９ａから１０％トリメチルクロロシランのジクロロメタン溶液を注入させる。注入後
約１０分間放置することにより、表面処理された流路４６を得た。
次に、表面処理用試薬導入口９ｃと９ｄ以外の液の出入口をすべて密閉する。次に、表面
処理用試薬導入口９ｄにペリスターポンプを接続し、吸引によって表面処理用試薬導入口
９ｃから１０％ジメチルプロピルクロロシランのジクロロメタン溶液を注入させる。注入
後約１０分間放置することにより、表面処理された流路５５を得た。
【００８９】
次に、この電気泳動素子５０を用いた分離・分取実験について説明する。
まず、９個の電極１０に高圧電源を接続する。支持液注入口５、試料注入口７、分取口２
４ａ、分取口４４ａの電極には陽極を、支持液排出口６、支持液排出口６、試料排出口８
、分取口２４ｂ、分取口４４ｂ、電圧印加用流路口５４の電極には陰極を接続する。流路
５３には予め全体に泳動バッファーを満たしておく。
【００９０】
次に、試料注入口７に分離するための試料を注入する。試料注入口７、及び試料排出口８
の間に電圧を印加し、電気浸透流によって試料注入口７から試料排出口８に向かって試料
を導入する。次に、支持液注入口５と電圧印加用流路口５４の間に電圧を印加し、交差部
１１に存在する試料を電気浸透流によって電圧印加用流路口５４に向かって泳動させる。
泳動試料は、途中に表面処理された流路４６を有する流路を経て分離しながら電圧印加用
流路口５４に向かって泳動する。
【００９１】
ここで、交差部４５または交差部４５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。この検出点にて目的とする分離が生じていた場合、分取
目的の分離物質が交差部４５を通過する際、分取口４４ａと分取口４４ｂの間に電圧を印
加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳動させ分取する。交差部４５の検出点
にて目的とする分離が不十分だった場合、試料が交差部４５を通過した直後に、分取口４
４ａと支持液排出口６の間に電圧を印加する。泳動試料は、途中に表面処理された流路５
５を有する流路を経て分離しながら支持液排出口６に向かって泳動する。
【００９２】
さらに、交差部２５または交差部２５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。分取目的の分離物質が交差部２５を通過する際、分取口
２４ａと分取口２４ｂの間に電圧を印加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳
動させ分取する。
【００９３】
〔第４の実施の形態の作用、効果〕
次に、この第４の実施の形態の作用及び効果を説明する。
本実施形態に従う電気泳動素子５０は、第１、 第２、 第３実施形態と同様の作用・効果
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を奏すると共に、これに加えて、下記作用・効果を有する。
上記電気泳動素子５０は、分離カラムとして働く表面処理された２つの流路４６と５５を
有し、流路４６と５５の間に分離物質の分取に用いる分取口４４ａから分取口４４ｂを結
ぶ分取用流路部と電圧印加ポイントを切り換えるために用いる電圧印加用流路口５４が構
成され、さらに分離物質の泳動末端となる支持液排出口６側に分離物質の分取に用いる分
取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部が構成されている。流路４６、流路５５
及び２つの分取用流路部は、流路内璧のゼータ電位が異なる。２つの分取用流路部の内壁
はホウケイ酸ガラス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。表面
処理された流路４６と５５の内壁は非イオン性の表面処理剤にて覆われているため表面の
荷電は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は表面未処理の流路内壁に比べ小さくなる。また、
流路４６と流路５５とは異なる表面処理剤で覆われているため、 流路内壁のゼータ電位
が異なる。流路５５は流路４６よりも疎水性の強い表面処理剤で覆われているため、 表
面の電荷は弱くなり、ゼータ電位の絶対値は流路４６に比べさらに小さくなる。
【００９４】
ここで、第１実施形態記載の（１）式から、電圧を印加した際の電気浸透流の速さは、ゼ
ータ電位の絶対値が大きいほど速い。つまり、上記電気泳動素子５０の電気浸透流は流路
５５が最も遅く、流路４６、 ２つの分取用流路部の順で速くなる。電気浸透流が速いと
分析時間が少なくて済む反面、分離効率が悪い。表面処理により電気浸透流が抑えられる
と分析時間が長くなるものの分離効率が向上する。従って、流路４６は流路５５に比べ分
離効率は劣るものの分析時間は短い。流路４６にて目的の分離が生じた場合は、その時点
で分取口４４ａから分取口４４ｂを結ぶ分取用流路部にて分取目的の分離物質を分取でき
るため、分離から分取までが速くなる。また、流路４６では分離不十分だった場合は、さ
らに分離効率の高い流路５５にて分離させ分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流
路部から分取目的の分離物質を分取できる。また、流路４６と流路５５への電圧印加ポイ
ントを切り換えて電圧印可することにより、表面処理の効果を反映した電気浸透流を実現
することができる。
【００９５】
つまり、電気泳動素子５０は、上記作用・効果に説明したように、高分離・高効率化が可
能な機器分析用流体流路を提供することができる。また、上記作成方法に記載したように
、電気泳動素子５０は半導体プロセス技術を応用して作成することが可能であるため、微
細な流路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提供することができる。
高分離・高効率化が可能で、且つ小型化が可能な機器分析用電気泳動素子を実現せしめる
本発明は、このようにして実施することができる。
【００９６】
〔第４の実施の形態の変形、変更〕
なお、この第４の実施の形態の各構成は、第１、第２、第３実施形態と同様、当然、各種
変形、変更（〔第１の実施の形態の変形、変更〕を含み、〔第２の実施の形態の変形、変
更〕を含み、〔第２の実施の形態の変形、変更〕を含む）が可能である。
〔４－１〕従って、例えば、後記図１６，１７に示すような変形も可能である。
本発明は、このようにして実施してもよい。
【００９７】
〔第５の実施の形態の構成〕
次に、本発明の電気泳動素子の第５の実施の形態を示す。
本実施形態は、溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、少
なくとも該電気泳動素子にて分離する試料を該分離素子に注入する注入用流路部と、該試
料を分離する分離カラム部とが交差して成る電気泳動素子であって、該分離カラム部内面
の少なくとも一部分が、溝加工した基板流路内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表
面を有していて、さらに、その溝加工した基板のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面
が、絶縁性の無機材料によって構成されるようにしようというものである。本実施の形態
は、例えば、前記第１の実施の形態の変形例と捉えることもできるものであり、また、前
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記第２の実施の形態（第２の実施の形態の変形、変更の例を含む）の変形例と捉えること
もできる。
図１２は、この第４の実施の形態に従った電気泳動素子６０の断面図、図１３は、その電
気泳動素子６０における溝加工した基板を溝加工面から見た図である。
【００９８】
以下、図示した例に基づいて説明すると、この電気泳動素子６９は、ここでは、第２実施
形態に示した電気泳動素子２０とその構造は類似し、電気泳動素子２０における表面処理
用試薬導入口９を持たない構成となっている。
同様にまた、電気泳動素子６０は、ホウケイ酸ガラス基板６１と溝加工したホウケイ酸ガ
ラス基板６２とを接合して構成されている。基板６１と溝を有する基板６２とによって囲
まれた空間によって、流路６３が形成されている。
【００９９】
流路６３は、ここでは、６個の枝別れを有する流路であって、 支持液注入口５、支持液
排出口６、試料注入口７、試料排出口８、及び２個の試料分取口２４（２４ａ，２４ｂ）
を構成する。各口にはチューブとのコネクターが設けられており、管状の白金から成る電
極１０が接続されている。また、 試料注入口７から試料排出口８を結ぶ注入用流路部と
支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１にて交差している
。また、支持液注入口５から支持液排出口６を結ぶ分離カラム部と分取口２４ａから分取
口２４ｂを結ぶ分取用流路部は、交差部２５にて交差している。また、支持液注入口５か
ら支持液排出口６を結ぶ分離カラム部は、交差部１１と交差部２５の間で蛇行した形状を
有する。
【０１００】
図１３は，溝加工した上記基板６２を溝加工面から見た図である。流路６３は二酸化けい
素ガラスによってコートされた流路内壁６４を有する。この流路内壁６４の部分が分離カ
ラムとして働く。
【０１０１】
上記電気泳動素子６０の作成方法は、一般のフォトリソグラフィー技術、エッチング技術
、成膜技術を利用した。流路内壁６４の作成は、図３に示した作製方法の同図（ｄ）のウ
ェットエッチングの後、二酸化けい素をスパッタリングによって成膜することで得られる
。また、溝加工したホウケイ酸ガラス基板６２に重ねるホウケイ酸ガラス基板６１も、フ
ォトリソグラフィー技術、エッチング技術、成膜技術を利用して、流路内壁６４を構成す
る部分に二酸化けい素を成膜して構成する。
【０１０２】
次に、この電気泳動素子６０を用いた分離・分取実験について説明する。
まず、 ６個の電極１０に高圧電源を接続する。支持液注入口５、試料注入口７、分取口
２４ａの電極には陽極を、支持液排出口６、試料排出口８、 分取口２４ｂの電極には陰
極を接続する。流路６３には予め全体に泳動バッファーを満たしておく。
【０１０３】
次に、試料注入口７に分離するための試料を注入する。試料注入口７、及び試料排出口８
の間に電圧を印加し、電気浸透流によって試料注入口７から試料排出口８に向かって試料
を導入する。次に、支持液注入口５と支持液排出口６の間に電圧を印加し、交差部１１に
存在する試料を電気浸透流によって支持液排出口６に向かって泳動させる。泳動試料は、
途中に表面処理された流路６４を有する流路を経て分離しながら支持液排出口６に向かっ
て泳動する。
【０１０４】
ここで、交差部２５または交差部２５の支持液注入口５側にて、図示しない分離物質の検
出系を用い分離状態を検出する。分取目的の分離物質が交差部２５を通過する際、分取口
２４ａと分取口２４ｂの問に電圧を印加し、該分離物質のみを分取口２４ｂに向かって泳
動させ分取する。
【０１０５】
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〔第５の実施の形態の作用・効果〕
次に、この第５の実施の形態の作用及び効果を説明する。
上記電気泳動素子６０は、試料導入部となる試料注入口７から試料排出口８を結ぶ流路と
分離カラム部となる表面コートされた流路６４の流路内壁のゼータ電位が異なる。また、
流路６４と、分離物質の分取に用いる分取口２４ａから分取口２４ｂを結ぶ分取用流路部
との流路内壁のゼータ電位が異なる。試料導入部と分取用流路部の内壁はホウケイ酸ガラ
ス表面であり、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となる。 一方、分離カラムと
して働く流路６４の内壁は、ゼータ電位の符号は表面の荷電状態から負となるものの、 
可動イオンを持たない二酸化けい素ガラスにて覆われているため、ゼータ電位の絶対値は
ホウケイ酸ガラス表面に比べ小さくなる。従って、上記電気泳動素子６０は、第１、第２
実施形態に示した作用・効果を有する。
【０１０６】
また、上記電気泳動素子６０は、第１、第２実施形態に示した作用・効果に加え、下記作
用・効果を有する。
表面コートされた流路６４の内壁は無機皮膜であるため、耐久性が高く、アルカリなどに
よる洗浄を行っても有機被膜のように劣化しない。このため、耐久性の高い、繰り返し使
用可能な電気泳動素子となる。
【０１０７】
また、上記作成方法に記載したように、電気泳動素子６０は半導体プロセス技術を応用し
て作成することが可能であるため、徹細な流路の小型化が可能な機器分析用流体流路を提
供することができる。
かくして、本実施の形態の構成に従えば、高分離・高効率化が可能で、且つ小型化が可能
であり、さらにはまた、耐久性の高い表面修飾用内壁を有する機器分析用電気泳動素子が
実現される。
本発明は、このようにして実施することもできる。
【０１０８】
〔第５の実施の形態の変更、変形〕
なお、この第５の実施の形態の各構成は、当然、各種変形、変更（〔第１の実施の形態の
変更、変形〕を含む）が可能である。
〔５－１〕また、例えば、流路６４の表面を覆っている二酸化けい素ガラスは、絶縁性の
無機材料であれば他の無機皮膜材料に変更が可能である。例えば、他のガラス材料、窒化
シリコン、アルミナ、ダイヤモンド、五酸化タンタル等に変更することができる。
〔５－２〕また、電気泳動素子６０は、第２実施形態に示した電気泳動素子２０における
表面処理用試薬導入口９を持たない構成となっているが、第１、第３、第４実施形態に示
した電気泳動素子１，３０, ４０, ５０における表面処理用試薬導入口９を持たない構成
とすることもできる。
【０１０９】
〔５－３〕例えば、図１４に第３実施形態の電気泳動素子４０の変更例である電気泳動素
子７０の斜視図を示す。この電気泳動素子７０は、電気泳動素子４０における表面処理用
試薬導入口９を持たない構成となっている。図１５は、溝加工した上記電気泳動素子７０
における基板７２を溝加工面から見た図である。流路７３は二酸化けい素ガラスによって
コートされた流路内璧７４，７５を有する。この流路内壁７４，７５の部分が分離カラム
として働く。
図１４，１５中、７１は他方の基板を示し、他の参照符号は、この第５の実施形態の説明
まで既に使用されてきた参照符号（図１～図９を含む）のものに準ずる。
【０１１０】
〔５－４〕また、図１６に第４実施形態の電気泳動素子５０の変更例である電気泳動素子
８０の斜視図を示す。この電気泳動素子８０は、電気泳動素子５０における表面処理用試
薬導入口９を持たない構成となっている。図１７は、溝加工した上記電気泳動素子８０に
おける基板８２を溝加工面から見た図である。流路８３は二酸化けい素ガラスによってコ
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ートされた流路内壁８４と窒化シリコンによってコートされた流路内壁８５を有する。こ
の流路内壁８４、８５の部分が分離カラムとして働く。
図１６，１７中、８１は他方の基板を示し、他の参照符号は、この第５の実施形態の説明
まで既に使用されてきた参照符号（図１～図１１を含む）のものに準ずる。
【０１１１】
第５実施形態は、前記第３の実施の形態の変形例、前記第４の実施の形態の変形例と捉え
ることもできるものである。
本発明は、このようにして実施してもよい。
【０１１２】
以上の各実施の形態、変形、変更例等に記載された内容は、以下の発明として捉えること
もできる。
【０１１３】
〔付記項１〕　溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、少
なくとも該電気泳動素子にて分離する試料を該分離素子に注入する注入用流路部と、該試
料を分離する分離カラム部とが交差して成る電気泳動素子であって、該分離カラム部内面
の少なくとも一部分が、該注入用流路部内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面を
有していることを特徴とする電気泳動素子（第１の実施の形態）。
【０１１４】
〔付記項２〕　〔付記項１〕記載の電気泳動素子において、該分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と該注入用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一符
号であり、該分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、該注入用流
路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいことを特徴とする電気泳動素子（第１の実施
の形態）。
【０１１５】
〔付記項３〕　〔付記項１〕～〔付記項２〕記載の電気泳動素子において、少なくとも該
電気泳動素子にて試料を分離する分離カラム部と、分離した該試料を分取する分取用流路
部とが交差して成る電気泳動素子であって、該分離カラム部内面の少なくとも一部分が、
該分取用流路内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面を有していることを特徴とす
る電気泳動素子（第２の実施の形態）。
【０１１６】
〔付記項４〕　〔付記項３〕記載の電気泳動素子において、該分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と該分取用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一符
号であり、該分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、該分取用流
路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいことを特徴とする電気泳動素子（第２の実施
の形態）。
【０１１７】
〔付記項５〕　〔付記項３〕記載の電気泳動素子において、該分取用流路部を複数有する
電気泳動素子であって、少なくとも一つの該分取用流路部が該分離カラム部の任意の位置
に構成され、該分取用流蕗部を境に両端の分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ
電位が、該分取用流路内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面を有していることを
特徴とする電気泳動素子（第３の実施の形態）。
【０１１８】
〔付記項６〕　〔付記項３〕記載の電気泳動素子において、該分離カラム部内面の少なく
とも一部分のゼータ電位の値と該分取用流路部内面のゼータ電位の値とが０または同一符
号であり、該分離カラム部内面の少なくとも一部分のゼータ電位の絶対値が、該分取用流
路部内面のゼータ電位の絶対値よりも小さいことを特徴とする電気泳動素子（第３の実施
の形態）。
【０１１９】
〔付記項７〕　〔付記項５〕，〔付記項６〕記載の電気泳動素子において、複数の分取用
流路部に挟まれた分離カラム部の注入用流路部側に電圧印加用流路部が設けられているこ
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とを特徴とする電気泳動素子（第４の実施の形態）。
【０１２０】
〔付記項８〕　〔付記項７〕記載の電気泳動素子において、該分離カラム部の任意の位置
に構成された該分取用流路部を境に、該分離カラム部内面のゼータ電位の値が異なること
を特徴とする電気泳動素子（第４の実施の形態）。
【０１２１】
〔付記項９〕　〔付記項８〕記載の電気泳動素子において、該分取用流路部を境に異なる
分離カラム部内面のゼータ電位の値が０または同一符号であり、該注入用流路部側に位置
する分離カラム部内面のゼータ電位の絶対値が該注入用流路部側とは反対側に位置する分
離カラム部内面のゼータ電位の絶対値よりも大きいことを特徴とする電気泳動素子（第４
の実施の形態）。
【０１２２】
〔付記項１０〕　溝加工した平板を複数重ねて液流路を構成した電気泳動素子において、
少なくとも該電気泳動素子にて分離する試料を該分離素子に注入する注入用流路部と、該
試料を分離する分離カラム部とが交差して成る電気泳動素子であって、該分離カラム部内
面の少なくとも一部分が、溝加工した基板流路内面のゼータ電位とは異なるゼータ電位の
表面を有しており、その溝加工した基板のゼータ電位とは異なるゼータ電位の表面が、絶
縁性の無機材料によって構成されていることを特徴とする電気泳動素子（第４の実施の形
態）。
【０１２３】
〔付記項１１〕　〔付記項１０〕記載の電気泳動素子において、該絶縁性の無機材料が、
石英硝子やホウケイ酸硝子などの硝子材料、または窒化シリコン、五酸化タンタル、アル
ミナ、ダイヤモンドからなることを特徴とする電気泳動素子（第５の実施の形態）。
【０１２４】
【発明の効果】
本発明によれば、高分離・高効率化が可能であって、且つ小型化が可能な機器分析用電気
泳動素子を有利に実現することができる。また、耐久性の高い表面修飾内壁を有する機器
分析用電気泳動素子を有利に実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態に係る電気泳動素子の斜視図である。
【図２】　同実施の形態での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た図
である。
【図３】　同実施の形態での電気泳動素子の作製方法の一例の説明に供する図である。
【図４】　本発明の第２の実施の形態に係る電気泳動素子の斜視図である。
【図５】　同実施の形態での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た図
である。
【図６】　同例での変更例に係る電気泳動素子を示す図である。
【図７】　同変更例での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た図であ
る。
【図８】　本発明の第３の実施の形態に係る電気泳動素子の斜視図である。
【図９】　同実施の形態での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た図
である。
【図１０】　本発明の第４の実施の形態に係る電気泳動素子の斜視図である。
【図１１】　同実施の形態での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た
図である。
【図１２】　本発明の第５の実施の形態に係る電気泳動素子の断面図である。
【図１３】　同実施の形態での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から見た
図である。
【図１４】　本発明の第３の実施の形態に係る電気泳動素子の変更例による電気泳動素子
の斜視図である。
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【図１５】　同じく、同変更例での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から
見た図である。
【図１６】　本発明の第４の実施の形態に係る電気泳動素子の変更例による電気泳動素子
の斜視図である。
【図１７】　同じく、同変更例での電気泳動素子における溝加工した基板を溝加工面から
見た図である。
【図１８】　先行技術の説明に供する電気泳動装置の概略図である。
【符号の説明】
１　電気泳動素子
２　ホウケイ酸ガラス基板
３　ホウケイ酸ガラス基板
４　流路
５　支持液注入口
６　支持液排出口
７　試料注入口
８　試料排出口
９，９ａ，９ｂ，９ｃ，９ｄ　表面処理用試薬導入口
１０　電極
１１　交差部
１２　流路（流路内壁）
１３　レジスト薄膜
１４　溝
１５　ヒーター
１６　コネクター
１７　チューブ
２０　電気泳動素子
２１　ホウケイ酸ガラス基板
２２　ホウケイ酸ガラス基板
２３　流路
２４，２４ａ，２４ｂ　試料分取口
２５　交差部
３０　電気泳動素子
３１　ホウケイ酸ガラス基板
３２　ホウケイ酸ガラス基板
３３　流路
３４　流路（流路内壁）
３５　流路（流路内壁）
４０　電気泳動素子
４１　ホウケイ酸ガラス基板
４２　ホウケイ酸ガラス基板
４３　流路
４４，４４ａ，４４ｂ　試料分取口
４５　交差部
４６　流路（流路内壁）
４７　流路（流路内壁）
５０　電気泳動素子
５１　ホウケイ酸ガラス基板
５２　ホウケイ酸ガラス基板
５３　流路
５４　電圧印加用流路口
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５５　流路（流路内壁）
６０　電気泳動素子
６１　ホウケイ酸ガラス基板
６２　ホウケイ酸ガラス基板
６３　流路
６４　流路（流路内壁）
７０　電気泳動素子
７１　ホウケイ酸ガラス基板
７２　ホウケイ酸ガラス基板
７３　流路
７４　流路（流路内壁）
７５　流路（流路内壁）
８０　電気泳動素子
８１　ホウケイ酸ガラス基板
８２　ホウケイ酸ガラス基板
８３　流路
８４　流路（流路内壁）
８５　流路（流路内壁）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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